
事業所PRシート

横手市消防本部
代表　横手市消防長　高田俊之
住所　横手市条里一丁目1番1号　　TEL：0182-32-1111　FAX:0182-33-1300

【組織の特色】

【高校生のみなさんへ一言】

【基本情報】
○業務内容…　

○業務開始…

○勤務体制…

○休日…

○福利厚生…

【学卒者（新卒）採用人数】
大学（院卒含） 短大 専門学校 高校 合計

令和7年度採用 3 1 4 8

令和6年度採用 2 2 2 6

令和5年度採用 2 1 3

令和4年度採用 1 1 2

【見学又は就業体験の受け入れ】
受け入れの可否 可

実施期間 例年夏休み期間中７～８月

問合せ先 横手市消防本部総務課　　　　TEL:0182-32-1111　　FAX:0182-33-1300

補足

【採用直後の業務説明】

総務課　副主査　願法遼平
３K（きつい・きたない・きけん）のイメージが強い職場ですが、最新の装備を充実させ安全を最優先に市民
に愛される消防を目指して活動しております。世の中が大きく変わる時代に合わせグローバルな視点を
持った、郷土愛のあふれる人財を求めております。

採用直後の4月から9月までは、秋田県消防学校で行われる初任教育課程に入校し、研修を受けます。約
半年間、県内の新人消防士と寮生活を共にしながら座学講義と基礎訓練を受けることで、基本的な知識
とスキルを身に付けると共に、消防士の仲間との絆を育みます。また、1月から2月には再び秋田県消防
学校へ入校し、救急隊員の資格を取得します。
採用後の１年間で消防官としての基礎を学び、2年目以降は各所属において、様々な消防業務にあたるこ
ととなります。

人口減少や高齢化など移りゆく社会の要望に応え、365日24時間体制で職員一丸となって安全・確実・迅
速をモットーに、最善の活動で市民の安全と安心を護る唯一の組織です。

火災・救急・救助などの災害対応のほか、119番受付業務、防火対象物や危険物施
設などの検査や指導、市民の防火思想の高揚を図るためのPR業務、消火栓や防火
水槽などの維持管理業務、救命講習会の開催、防災訓練等の実施、組織を運営す
るための事務業務など、多岐にわたる業務を行っております

平成17年10月1日（市町村合併に伴い横手市消防本部として業務開始）

24時間勤務2交代　週間38時間45分勤務

週休2日制（交代制シフトによる）
条例に基づき有給休暇、季節休暇、その他特別休暇の制度があります

秋田県市町村職員共済組合の福利厚生制度が利用可能となっております


